
平 成 ３ １ 年 ４ 月  

消 防 庁 予 防 課 

【概要】 

１ 点検結果報告書様式及び点検票様式における印鑑の簡素化について 

 消防用設備等の点検結果報告書様式及び点検票様式において、報告義務者である

防火対象物の関係者以外の者にまで押印を求めているところ、当該者については消

防機関において本人確認を行う法的必要性が無いことから、当該者の押印を不要と

し、㊞マークを削除することとした。 

２ 点検結果報告書様式における記載内容の見直しについて 

点検結果報告書様式において、点検結果報告時に必ずしも確認の必要がない項目

や記載すべき内容が明確でない項目があったこと等の課題を踏まえ、点検結果報告書

様式の記載内容の見直しを行うこととした。 

３ 工業標準化法の一部改正に伴う改正について 

 不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年法律第33号。平成31年７月

１日施行予定。）による工業標準化法の一部改正に伴い、各様式備考中「日本工業

規格」を「日本産業規格」に改めることとした。 

【施行期日】 

公布の日 

ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、平成31年７月１日。 

昭和五十年消防庁告示第十四号（消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果

報告書に添付する点検票の様式）の一部を改正する件及び平成十六年消防庁告示第九号

（消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は

特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検

の結果についての報告書の様式）の一部を改正する件について 

【別紙２】




